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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　すべてのステークホルダーからの信頼を確保し、その利益の最大化を図ることをコーポレート・ガバナンスの基本方針とします。その実現に向
け、透明性の高い健全な企業運営を行うとともに、経営の効率性と高い競争力の維持を実現する組織体制を確立し、強化します。本基本方針のも
と、全役員及び全従業員に対し、法令遵守、リスク・マネジメント、コーポレート・ガバナンスに関する教育を徹底し、法的責任、社会的責任並びに
倫理的責任についての意識向上を図ります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

（補充原則2-4①　中核人材の登用等における多様性の確保）

＜多様性の確保の自主的かつ測定可能な目標＞当社では、中核人材の管理職への登用において、女性・外国人・中途採用者といった属性を問
わず、経験・能力等に基づいて行っていることから、属性ごとの管理職への登用に関する測定可能な目標を設定しておりません。今後、検討してま
いります。

（補充原則4-1②　中期経営計画に対するコミットメント）及び（原則5-2　経営戦略や経営計画の策定・公表）

　当社は、中期的な成長に向けた経営方針について社内で検討・策定しておりますが、現在は事業基盤の強化を進めている段階にあり、業績見
通しの不確実性も踏まえ、数値目標を伴う中期経営計画の対外公表は行っておりません。今後の状況を踏まえ、適切に対応してまいります。

（原則4-11　取締役会の実効性確保のための前提条件）

　当社の取締役会は、少人数による議論が可能な体制を維持しつつ、当社の事業に関する深い知見を備える取締役や、独立的な立場から取締
役会の適切な意思決定に対する助言・経営陣に対する実効性の高い監督などコーポレート・ガバナンスの充実に資することのできる社外取締役
を選任するなど、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる構成としております。

　取締役会はジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成されるべきであることは重要であると認識して
おりますが、現状は十分に確保されているとは言えないことから、多様性の確保という視点に重きを置いた取締役候補者の選定に努めてまいりま
す。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

（原則1-4　いわゆる政策保有株式）当社は、現在、政策保有株式を保有しておりません。今後、政策保有株式を保有する場合には、次の方針に従
います。

1.政策保有に関する方針

　当社は、事業機会の創出や取引・協業関係の構築・維持・強化する目的がある場合に限り、政策的に株式を保有します。政策保有株式の取得
に際しては、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等の検証結果を踏まえ、政策保有先及び当社の企業価
値の維持・向上に資するか否かを判断します。

2.政策保有株式にかかる検証の内容

　取締役会において、毎年、個別の政策保有株式について、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体
的に精査し、保有の適否を検証します。

3.政策保有株式にかかる議決権行使基準

　政策保有株式に係る議決権の行使に当たっては、株主価値の毀損につながる議案（具体的には業績悪化、不祥事、取引関係の重大な変動、利
益相反、支配権の変動や大規模な希釈化をもたらす資本政策など）がある場合には、慎重に賛否を判断し対応します。

（原則1-7　関連当事者間の取引）

　当社は、関連当事者間の取引を行う場合には、その取引が当社や株主共同の利益を害することがないよう、取引の重要性や性質に応じた適切
な手続を行う体制を整備しております。

　・関連当事者間の取引等条件につきましては、他の会社と取引を行う場合と同様に契約条件や市場価格を鑑みながら、所定の手続きをもって合
理的に決定します。

　・関連当事者間の取引については、取引の重要性や性質に応じて取締役会又は経営会議で、当該取引の合理性、手続きの適正性について審
議し、事前の承認を得ます。なお、特別の利害関係を有する取締役は決議に参加しません。

　・重要な関連当事者間の取引について、社外取締役より構成される特別委員会で取引の相当性を審議・検討しております。また、取締役会へ適
宜報告を行います。

(補充原則2-4①　中核人材の登用等における多様性の確保)

＜多様性の確保についての考え方＞

当社は、社内に異なる経験・技能・属性を反映した多様な視点や価値観が存在することが、当社の持続的な成長を確保する上での強みになり得



ると認識しております。多様性を尊重し、従業員一人一人がその能力を発揮でき、幅広く活躍できる環境作りを推進しております。なかでも、出産・
子育て・介護等の様々なライフイベントに影響されず、キャリア継続が可能な職場環境の実現に取り組んでおります。

＜多様性の確保の自主的かつ測定可能な目標＞

当社では、中核人材の管理職への登用において、女性・外国人・中途採用者といった属性を問わず、経験・能力等に基づいて行っていることから、
属性ごとの管理職への登用に関する測定可能な目標を設定しておりません。今後、検討してまいります。

＜多様性の確保に向けた人材育成方針及び社内環境整備方針＞

当社ウェブサイトに掲載しておりますので、ご参照ください。

「社内環境整備方針」

<https://www.valuecommerce.co.jp/sustainability/human_resources/#item1>

「人材育成方針」

<https://www.valuecommerce.co.jp/sustainability/human_resources/#item4>

＜人材育成及び社内環境整備の状況＞

当社ウェブサイトに掲載しておりますので、ご参照ください。

・「人材育成」

<https://www.valuecommerce.co.jp/sustainability/esg_initiatives/#society4>

・「働きやすい職場環境」

<https://www.valuecommerce.co.jp/sustainability/esg_initiatives/#society5>

・「ESGデータ」（従業員の年齢構成や女性管理職比率など）

<https://www.valuecommerce.co.jp/sustainability/esg_data/>

（原則2-6　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮）

　当社は、確定拠出型年金制度を採用しておりますが、確定給付年金及び厚生年金基金等の企業年金制度はなく、該当事項はありません。

（原則3-1　情報開示の充実）

(１)経営理念等

　当社は、会社の目指す大きな方向性及び会社の価値観が企業活動の基礎となるものとして、2024年4月1日より経営理念等を次のとおり定めて
おります。

スローガン　 Your Success is Our Value ミッション　 正しい情報を効率的につなぐビジョン　 最先端の技術で多様な選択ができる社会を創る

(２)コーポレートガバナンスの基本的な考え方

1．基本的な考え方

　当社のコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方は、本報告書の「Ⅰ.1.基本的な考え方」に記載しておりますので、ご参照ください。

2．基本方針

　コーポレートガバナンス・コードの各原則への対応を踏まえた当社の「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」を、当社ウェブサイトに掲載し
ておりますので、ご参照ください。

<https://www.valuecommerce.co.jp/sustainability/governance/>

(３)取締役の報酬に関する方針と手続

1.方針

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、役職に応じた基準額を支給する固定報酬と、業績に応じて支給額等が変動する変動報酬に
よって構成します。

固定報酬

①毎月一定の額を金銭により支給する「固定報酬」

②業績非連動型の譲渡制限付株式報酬である「勤務条件型譲渡制限付株式」

変動報酬

①単年度の業績指標の確定後、その目標達成度合いに応じて算定される額を金銭により支給する「業績連動報酬」

②単年度の業績達成条件を達成した場合にのみ金銭により支給する「特別業績連動報酬」

③中期的な業績と連動する報酬として、業績指標の達成度合いに応じて譲渡制限解除割合が変動する「業績条件型譲渡制限付株式」

株式報酬の総報酬に対する割合は、役職に応じて18％～19％程度、「固定報酬」と「業績連動報酬」の比率は６：４を目安とし、特別業績連動報酬
は役職に応じて個別に設定しております。なお、実際の結果、業績の状況等に応じて、これらの目安や設定とは異なる場合があります。

2.手続

　　役職ごとの基準額、株式報酬の具体的な内容及び付与額、業績連動報酬の算定方法、特別業績連動報酬の額及び支給条件、その他報酬に
関する重要な事項は、構成メンバーの過半数が社外取締役である報酬委員会にて審議の後、その結果を踏まえ、取締役会の決議によって決定し
ます。

　なお、2026年度については、赤字予算という事業環境の特殊性を踏まえ、業績連動報酬制度の中長期的なインセンティブ機能及び制度の一貫
性・予見可能性を重視する観点から、報酬委員会において慎重に審議を行い、その答申に基づき、取締役会の決議によって決定する方針としま
す。

(４)取締役候補の選任・指名を行うに当たっての方針と手続

1.方針　

　取締役会全体の多様性を考慮し、社内規程「取締役の選任・解任基準」にしたがい、豊富な経験と高い見識や専門知識を有する者から選任しま
す。

　当社の「取締役の選任・解任基準」を、当社ウェブサイトに掲載しておりますので、ご参照ください。

　<https://www.valuecommerce.co.jp/sustainability/governance/>

2.手続

　社外取締役が出席する役員指名委員会において、取締役候補に関して十分な審議を行ったうえ、また、監査等委員である取締役候補について
は、監査等委員会の同意を得たうえ、取締役会において株主総会に付議する選任議案を決定します。

(５)取締役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明



　取締役候補の選任・指名を行った際の個々の選任・指名理由は、株主総会招集ご通知に記載しておりますので、ご参照ください。

　<https://www.valuecommerce.co.jp/ir/stock_meeting/>

（補充原則3-1③　サステナビリティについての取り組み等）

＜サステナビリティについての取り組み＞

当社ウェブサイトに掲載しておりますので、ご参照ください。

<https://www.valuecommerce.co.jp/sustainability/>

＜人的資本や知的財産への投資等＞

　今後も当社が持続的に成長するためには、新たなサービス開発など「モノづくり体制」の強化が必要不可欠です。

「人材育成」・「働きやすい職場環境」への取り組みについて、当社ウェブサイトに掲載しておりますので、ご参照ください。

<https://www.valuecommerce.co.jp/sustainability/human_resources/>

＜TCFD又はそれと同等の枠組みに基づく開示＞

当社ウェブサイトに記載しておりますので、ご参照ください。

<https://www.valuecommerce.co.jp/sustainability/tcfd/>

（補充原則4-1①　経営陣に対する委任の範囲）

　当社取締役会は、意思決定の迅速化を図るため、重要な業務執行の決定の一部を取締役に委任しております。

（原則4-9　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質）

　当社の「社外役員の独立性判断基準」を、当社ウェブサイトに掲載しておりますので、ご参照ください。

　<https://www.valuecommerce.co.jp/sustainability/governance/>

（補充原則4-10①　指名・報酬に関する委員会構成と権限・役割）

＜委員会構成の独立性に関する考え方＞

取締役及び執行役員の指名・報酬について、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として、役員指
名委員会及び報酬委員会を設置しております。各委員会は、独立社外取締役の関与を強めるため、構成員の過半数を独立社外取締役とするとと
もに、委員長を社外取締役としております。

＜委員会の権限・役割＞

・役員指名委員会は、役員候補者並びに執行役員候補者の選任及び審議を行い、取締役会に提言しております。

・報酬委員会は、取締役及び執行役員の業績評価の基準の策定並びに取締役の報酬等の決定に際し、取締役会を補佐し、主要な役員報酬プラ
ン、報酬ポリシー、報酬計画の立案及び審議を行い、取締役会に提言しております。

（補充原則4-11①　取締役会全体としてのバランス・多様性・規模等に関する考え方）

・取締役を選任する際には、取締役会の役割・責任を果たすため、取締役会全体の知識・経験・能力のバランス、ジェンダーや国際性、職歴、年齢
の面を含む多様性を考慮します。

・取締役の員数は、実質的な議論かつ迅速な経営判断を確保するために必要な規模とし、定款において11名以内と定めております。

・取締役会の監督機能を充実させるため、その役割・責務を果たすのに十分な資質を備えた独立社外取締役を３分の１以上選任します。また、独
立社外取締役には他社での経営経験を有する者を含めます。

・監査等委員である取締役には、財務・会計に関する適切な知見を有している者を1名以上選任します。

・経営戦略に照らして取締役会が備えるべきスキル等を特定した上で、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキルマトリックスを開示しま
す。

「取締役会スキルマトリックス」を当社ウェブサイトに掲載しておりますので、ご参照ください。

<https://www.valuecommerce.co.jp/sustainability/governance/>

（補充原則4-11②　取締役の兼任状況）

　取締役が他の上場会社の役員を兼任する場合には、取締役の役割・責務を適切に果たすために必要な時間・労力に考慮し、その数は合理的な
範囲にとどめます。

当社取締役の重要な兼職の状況は、株主総会招集ご通知に記載しておりますので、ご参照ください。

<https://www.valuecommerce.co.jp/ir/stock_meeting/>

（補充原則4-11③　取締役会全体の実効性の分析・評価）

　取締役会事務局より、監査等委員である取締役を含む全取締役を対象にして、取締役会の構成、取締役会の運営、常勤でない取締役に対する
情報提供、総合評価、評価方法の各項目に関してアンケート調査を実施した結果、

　(1)十分な人数の独立社外取締役が選任され、取締役会は役割・責務を適切に果たしており、

　(2)各取締役の知識・経験・能力を活かした活発な議論ができていること等から、取締役会の実効性は確保されていると評価いたしました。そのう
えで、取締役会の構成における多様性に一定の課題がある認識のもと、当社全体の成長を見据えて実効性の向上を図ってまいります。

（補充原則4-14②　取締役に対するトレーニングの方針）

　取締役の就任の際には、当社の経営戦略、事業、業績、財務状態、コーポレート・ガバナンス、法令遵守等、取締役に求められる役割と責務（法
的責任を含む）を果たすために必要な知識に関して、十分に理解していただく機会を設けております。また、就任後においても、必要に応じて、こ
れらを継続的に更新する機会を設けております。そのほか、取締役のトレーニングのための研修又は外部団体への参加にかかる費用を負担して
おります。

（原則5-1　株主との対話を促進するための方針）　当社の「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」第34条に、株主との建設的な対話に関す
る方針を記載しておりますので、ご参照ください。

<https://www.valuecommerce.co.jp/sustainability/governance/>

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】



記載内容 取組みの開示（アップデート）

英文開示の有無 無し

アップデート日付 2026年3月27日

該当項目に関する説明

　当社は、資本コストを意識した経営管理の高度化に取り組んでおり、資本収益性及び成長性の観点から事業ポートフォリオの最適化を推進して
おります。具体的には、資本コストの推計を行ったうえで、各事業の収益性や投資回収の状況を継続的に評価し、重点投資領域への資源配分
や、事業の見直し・再編等の意思決定に反映しております。また、これらの枠組みを活用し、中期的な戦略の策定及び全社の資本効率の向上に
取り組んでおります。現時点においては、業績見通しの不確実性を踏まえ中期経営計画の対外公表は行っておりませんが、引き続き収益力の改
善と成長投資の両立を図ることで、中長期的な企業価値の向上を目指してまいります。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,765,000 8.14

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 531,500 2.45

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 443,600 2.04

JPLLC CLIENT ASSETSーSK J 434,908 2.00

BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH FOR TREATY 368,900 1.70

JP JPMSE LUX RE BARCLAYS CAPITAL SEC LTD EQ CO 335,000 1.54

モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 327,319 1.51

野村信託銀行株式会社（投信口） 284,700 1.31

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG（FE-AC） 241,433 1.11

THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 209,400 0.96

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

（注）1.上記大株主の状況は、2025年12月31日現在における株主名簿に基づいて記載しております。

　　　2. 2025年10月７日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、バークレイズ証券株式会社及びその共同保有者

であるバークレイズ・バンク・ピーエルシー（Barclays Bank PLC）が2025年９月30日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されている

ものの、当社として2025年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 12 月

業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満



直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 11 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 10 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

髙橋　敏夫 他の会社の出身者

池田　明霞 他の会社の出身者

渡辺　絢 弁護士

塩川　直子 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

髙橋　敏夫 ○ ○ ―――

＜社外取締役に選任した理由＞

髙橋敏夫氏は、都市銀行において資金為替、
リスク管理及び内部監査業務等の経験を有す
るほか、社会保険労務士、公認内部監査人（CI
A）及び米国公認会計士（デラウエア州）のCerti
ficateを取得する等専門資格も有しており、財
務及び会計に関する相当程度の知見を有して
おります。また、外資系大手IT企業の日本法人
であるSAPジャパン株式会社の常勤監査役及
び株式会社ローソンの社外監査役を歴任さ
れ、監査役としての専門的な知識を有してお
り、同氏の実務経験から培った高い見識をもと
に、公正な立場から当社の業務執行の監査・
監督を実施していただけるものと判断しており
ます。

＜独立役員に指定した理由＞

髙橋敏夫氏に当社の関係会社、大株主、主要
な取引先等の関係者である事実はないこと、当
社から役員報酬以外に多額の報酬等その他の
財産上の利益を受けている事実はないこと、当
社経営陣との間に特別な利害関係がないこと
から、一般株主との間に利益相反が生じる恐
れはないと判断しております。

池田　明霞 ○ ○ ―――

＜社外取締役に選任した理由＞

池田明霞氏は、ベンチャーキャピタルにおける
成長企業に対する経営（IPO）支援、IR・広報の
豊富な経験を有しております。また、他の会社
の監査役としての専門的な知識を有しており、
同氏の実務経験から培った高い見識をもとに、
公正な立場から当社の業務執行の監査・監督
を実施していただけるものと判断しております。

＜独立役員に指定した理由＞池田明霞氏に当
社の関係会社、大株主、主要な取引先等の関
係者である事実はないこと、当社から役員報酬
以外に多額の報酬等その他の財産上の利益を
受けている事実はないこと、当社経営陣との間
に特別な利害関係がないことから、一般株主と
の間に利益相反が生じる恐れはないと判断し
ております。

渡辺　絢 ○ ○ ―――

＜社外取締役に選任した理由＞渡辺絢氏は、
弁護士として法律事務所での企業法務や労働
法務に関する法的助言、訴訟対応及びM&A関
連法務等の豊富な経験を有するほか、事業会
社での企業法務や労働法務にも従事した経験
を有しております。また、他のIT 企業等の社外

取締役も歴任されるなど専門的な知識を有して
おり、同氏の専門家等としての高い見識をもと
に、公正な立場から当社の業務執行の監査・
監督を実施していただけるものと判断しており
ます。

＜独立役員に指定した理由＞渡辺絢氏に当社
の関係会社、大株主、主要な取引先等の関係
者である事実はないこと、当社から役員報酬以
外に多額の報酬等その他の財産上の利益を受
けている事実はないこと、当社経営陣との間に
特別な利害関係がないことから、一般株主との
間に利益相反が生じる恐れはないと判断して
おります。



塩川　直子 ○ ○ ―――

＜社外取締役に選任した理由＞

塩川直子氏は、会計士として複数の監査法人
における会計監査や財務デューデリジェンス・
上場支援等の豊富な経験を有しております。ま
た、税理士法人においても税務コンサルティン
グや税務デューデリジェンス等の専門的な知見
を踏まえご活躍した経験を有しており、同氏の
実務経験から培った高い見識をもとに、公正な
立場から当社の業務執行の監査・監督を実施
していただけるものと判断しております。

＜独立役員に指定した理由＞

塩川直子氏に当社の関係会社、大株主、主要
な取引先等の関係者である事実はないこと、当
社から役員報酬以外に多額の報酬等その他の
財産上の利益を受けている事実はないこと、当
社経営陣との間に特別な利害関係がないこと
から、一般株主との間に利益相反が生じる恐
れはないと判断しております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

委員長（議長）

監査等委員会 4 1 0 4 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

なし

現在の体制を採用している理由

　監査等委員会は、内部監査担当との連携により監査を実施することから、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を置いておりま
せん。なお、内部監査担当は、監査等委員の求めに応じ適宜監査業務を補助しております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

（内部監査と監査等委員会監査の連携状況）

　内部監査を担当する内部監査室は、子会社を含めた内部監査の計画、監査結果等に関して、必要に応じて監査等委員会において報告をするこ
ととしております。

（監査等委員会監査と会計監査との連携状況）

　会計監査人である有限責任監査法人　トーマツは、監査の計画、結果等に関して、監査等委員会に報告を行う機会を設けることとしております。

（内部監査と会計監査の連携状況）

　会計監査人である有限責任監査法人　トーマツは、内部監査を担当する内部監査室から監査計画について説明を受けるほか、必要に応じて内
部監査の結果等についても説明を受けております。このほかにも両者は必要に応じて情報・意見交換を行う等して、連携を図っております。

　さらに、監査等委員、内部監査を担当する内部監査室及び会計監査人である有限責任監査法人　トーマツとの間で、三様監査会議を定期的に
開催する等、組織的かつ効率的な監査を実施しております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性



委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

役員指名委員会 6 0 2 4 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬委員会 6 0 2 4 0 0
社外取
締役

補足説明

・各委員会は、独立社外取締役の関与を強めるため、構成員の過半数を独立社外取締役とするとともに、委員長を社外取締役としております。

（役員指名委員会）

　役員指名委員会は、役員の選任プロセスの透明性及び客観性を確保するため、取締役会の諮問機関として設置されております。役員候補者並
びに執行役員候補者の選任及び審議を行い、取締役会に提言しております。

（報酬委員会）

　報酬委員会は、取締役会の諮問機関として設置され、取締役及び執行役員の業績評価の基準の策定並びに取締役の報酬等の決定に際し、取
締役会を補佐し、主要な役員報酬プラン、報酬ポリシー、報酬計画の立案及び審議を行い、取締役会に提言しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

　当社は、独立役員の資格を充たす社外役員をすべて独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明



2025年度支給額

　社内取締役（監査等委員を除く。）　総額205百万円（6名）　固定報酬　126百万円　変動報酬66百万円　非金銭報酬等12百万円

　社外取締役（監査等委員）　総額39百万円（4名）　固定報酬　39百万円

　合計　総額　245百万円（10名）　固定報酬　166百万円　変動報酬66百万円　非金銭報酬等12百万円

（注）上記は、第30期事業年度に在任する役員について記載しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額について、金銭報酬は2024年3月22日開催の第28期定時株主総会において年額300百
万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の
員数は、7名です。また、金銭報酬とは別枠として、2022年3月23日開催の第26期定時株主総会において、勤務条件型譲渡制限付株式：年額20百
万円以内、業績条件型譲渡制限付株式：３事業年度で80百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時の取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）の員数は、6名です。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、役職に応じた基準額を支給する固定報酬と、業績に応じて支給額等が変動する変動報酬に
よって構成し、このうち固定報酬は、①毎月一定の額を金銭で支給する「固定報酬」、及び、②業績非連動型の譲渡制限付株式報酬である「勤務
条件型譲渡制限付株式」により構成します。変動報酬は、①単年度の業績指標の確定後、その目標達成度合いに応じて算定される額を金銭によ
り支給する「業績連動報酬」、②事業年度ごとに一定の業績達成条件を定め、当該条件を達成した場合にのみ金銭により支給する「特別業績連動
報酬」、及び、③単年度の業績指標の達成度合いに応じて譲渡制限解除割合が変動する譲渡制限付株式報酬である「業績条件型譲渡制限付株
式」により構成します。

　株式報酬の総報酬に対する割合は、役職に応じて18％～19％程度、「固定報酬」と「業績連動報酬」の比率は６：４を目安とし、特別業績連動報
酬は役職に応じて個別に設定しております。なお、実際の結果は、業績の状況等に応じて、これらの目安や設定とは異なる場合があります。

　業績連動報酬について採用する業績指標は、当社グループの収益獲得力を示す指標である連結EBITDA及び成長に向けた投資や株主還元の
原資となる指標である連結当期純利益とします。特別業績連動報酬及び業績条件型譲渡制限付株式に関する業績指標は、連結EBITDAを指標と
します（連結財務諸表を作成していない場合、連結EBITDAはEBITDA、連結当期純利益は当期純利益とそれぞれ読み替える）。

　なお、勤務条件型譲渡制限付株式、業績条件型譲渡制限付株式及び特別業績連動報酬については、取締役在任中の譲渡を制限し、かつ、在
任期間中に当社に損害を及ぼす重大な不適切行為があった場合等において権利を没収し、又は返還を求めるマルス条項及びクローバック条項
を定めております。

　役職ごとの基準額、自社株報酬の具体的な内容及び付与額、業績連動報酬の算定方法、特別業績連動報酬の額及び支給条件、その他報酬に
関する重要な事項は、構成メンバーの過半数が社外取締役である報酬委員会にて審議の後、その結果を踏まえ、取締役会の決議によって決定し
ます。なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、取締役会は、報酬委員会の答申を尊重して慎重に審議の上決定していること
から上記方針に沿うものであると判断しております。

　2026年度については、赤字予算という事業環境の特殊性を踏まえ、業績連動報酬制度の中長期的なインセンティブ機能及び制度の一貫性・予
見可能性を重視する観点から、報酬委員会において慎重に審議を行い、その答申に基づき、取締役会の決議によって決定する方針とします。

　また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2024年3月22日開催の第28期定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいてお
ります。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、４名であります。監査等委員である取締役の報酬は、その役割に鑑み固定
報酬のみとしております。各監査等委員である取締役の報酬については決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員の協議により決
定しております。

【社外取締役のサポート体制】

　取締役会においては、取締役会事務局より事前に議題の通知や資料の配付を行うとともに、要請に応じて個別に要旨の説明を行うなど、取締役
会での意見交換及び決議が可能となるようにしております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

１．取締役会

　経営の意思決定・監督機関である取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名、監査等委員である取締役4名の計10名で構成さ
れております。また、監査等委員である取締役4名は社外取締役であります。取締役会は、経営の最高意思決定機関として経営の重要な方針及
び戦略を決定し、その決定した基本方針に基づき業務執行者が誠実に業務を執行しているかを監督しております。原則として月1回の定例取締役
会を開催し、緊急を要する案件があれば臨時取締役会を開催しております。

２．経営会議

　経営会議は代表取締役社長の諮問機関として設置され、常勤の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び執行役員を中心に構成されてお
ります。経営会議は、取締役会にて決定した経営の基本方針に基づき、業務執行に係る重要な意思決定、取締役会への提案案件を審議、新規
事業の検討を行っております。

３．本部長会議

　本部長会議は、常勤の取締役（監査等委員である取締役を除く。）、執行役員及び本部長を中心に構成されております。経営会議にて決定した
経営に関する重要な事項についての遂行状況のレビュー、部門を横断した問題の解決、重要事項の共有を行うことで、経営活動を補佐しておりま
す。



４．監査等委員会

　監査等委員会は、監査等委員である取締役4名で構成され、うち社外取締役は4名であります。監査等委員である取締役は、取締役会への出席
を通じ、取締役会の意思決定の状況及び取締役会の各取締役に対する監督義務の履行状況等を監視し検証しております。さらに、取締役の職務
執行について監査するため、取締役及び使用人等から報告を受けるとともに、会計監査人から監査計画・監査方法及びその結果等の報告を受け
るほか、内部監査を担当する内部監査室から内部監査計画・監査方法及びその結果等についても報告を受け、必要に応じて聴取等を行っており

ます。また、監査等委員会は、取締役会による取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任及び報酬等についての意見を決定します。

　

５．コンプライアンス委員会

　取締役及び従業員が法令・定款を遵守し、倫理を尊重する行動ができるように「コンプライアンス基本方針」を制定しております。また、その徹底
を図るために、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス上の重要な問題を審議するものとし、コンプライアンス体制の維持・向上のため、
社内教育を実施しております。さらに、コンプライアンス上疑義ある行為については、取締役及び従業員が会社に通報できる内部通報制度を運営
しております。

６．リスク管理委員会

　組織横断的なリスクについては、代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設置するとともに、リスク管理基本規程を整備し、同規程に
基づくリスク管理体制を構築しております。リスク管理委員会で識別・評価された重要なリスクについては、必要に応じてワーキンググループが設
置され、それぞれのリスクの性質に応じた対応が検討されております。

　また、業務上で発生する事故については、事故管理活動を推進し、事故の発生原因、損失規模、対応状況、再発防止策を事故管理事務局にて
一元管理・共有化することで、適切な業務改善を図っております。

７．役員指名委員会

　役員指名委員会は、役員の選任プロセスの透明性及び客観性を確保するため、取締役会の諮問機関として設置されております。役員候補者並
びに執行役員候補者の選任及び審議を行い、取締役会に提言しております。

８．報酬委員会

　報酬委員会は、取締役会の諮問機関として設置され、取締役及び執行役員の業績評価の基準の策定並びに取締役の報酬等の決定に際し、取
締役会を補佐し、主要な役員報酬プラン、報酬ポリシー、報酬計画の立案及び審議を行い、取締役会に提言しております。

９．特別委員会

　特別委員会は、支配株主と一般株主との利益が相反する取引・行為について、その妥当性等を審議、検討する機関であり、諮問を受け取締役
会に提言等を行っております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、監査等委員会設置会社を選択しております。

　その理由の一つは、取締役会が重要な業務執行の決定の一部を取締役へ委任することで、迅速な意思決定を可能にする仕組みにできることで
す。もう一つは、取締役会での議決権を有する監査等委員である取締役に、経営陣から独立した人材を招聘することで、監査・監督の両面におけ
る透明性・公正性を確保することが可能になることです。これらにより、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ってまいります。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
2026年3月25日開催の第30期定時株主総会の招集通知については、法定期日の4日前
に発送しました。

集中日を回避した株主総会の設定
当社は12月決算であるため、定時株主総会は毎年3月に開催しております。また、可能な
限り、一般株主が参加しやすい日時に開催するよう努めております。

電磁的方法による議決権の行使 インターネットによる議決権の行使を可能としております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。

招集通知（要約）の英文での提供
当社ウェブサイトに、和文と同時に 狭義の招集通知及び参考書類の英訳を掲載しており

ます。

その他

当社ウェブサイトに、株主総会招集通知の早期掲載を行っております。

2026年3月25日開催の第30期定時株主総会の招集通知については、2月27日に掲載しま
した。

２．ＩＲに関する活動状況



補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
当社ウェブサイトのIR情報ページにディスクロージャーポリシーのページを設
け、情報開示の基本方針等を掲載しております。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

中間期と通期に決算説明会を開催しております。 あり

IR資料のホームページ掲載
当社ウェブサイトにIR情報ページを設け、決算短信及び決算説明会資料や、
適時開示情報等を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 財務部門が担当しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社では「コンプライアンス基本方針」を定め、その中で、株主・投資家の皆様への会社情
報の適時適切な開示による企業の社会的責任を果たすことを、基本方針の1つとして規定
しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
サステナビリティについての取り組みについて、当社ウェブサイトに掲載しておりますので、
ご参照ください。

<https://www.valuecommerce.co.jp/sustainability/>

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社では、金融商品取引法等の関連法令及び東京証券取引所が定める適時開示に関す
る規則を遵守するとともに、株主・投資家の皆様に対し会社情報を適時かつ適切に公表し
企業の社会的責任を果たすよう「コンプライアンス基本方針」に定めて行動しており、ス
テークホルダーの皆様が、重要な会社情報について適時かつ適切に入手できるよう努め
ております。

その他

<多様性の確保についての考え方>

　当社は、社内に異なる経験・技能・属性を反映した多様な視点や価値観が存在すること
が、当社の持続的な成長を確保する上での強みになり得ると認識しております。多様性を
尊重し、従業員一人一人がその能力を発揮でき、幅広く活躍できる環境作りを推進してお
ります。なかでも、出産・子育て・介護等のライフイベントに影響されず、キャリア継続が可
能な職場環境の実現に取り組んでおります。

従業員の年齢構成や女性管理職比率などの現状について、当社ウェブサイト「ESGデー
タ」に掲載しておりますので、ご参照ください。

<https://www.valuecommerce.co.jp/sustainability/esg_data/>

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社取締役会において決議した業務の適正性を確保するための体制（内部統制システム）は次のとおりであります。

①取締役及び使用人の職務が法令及び定款に適合することを確保するための体制

取締役及び使用人が法令・定款を遵守し、倫理を尊重する行動ができるように「コンプライアンス基本方針」を定め、その徹底を図るために、コンプ
ライアンス委員会を設置し、コンプライアンス上の重要な問題を審議するとともに、コンプライアンス体制の維持・向上を図り、教育を実施します。ま
た、コンプライアンス上疑義ある行為について取締役及び使用人が会社に通報できる内部通報制度を運営するものとします。

　さらに、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、法令に基づき毅然とした姿勢で一切の関係を持たない方針
を堅持します。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程を整備し、その保存媒体に応じて適切・確実に、かつ検索及び閲覧可能な状態で定めら
れた期間、保存・管理するものとします。

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　組織横断的なリスクについては、代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設置するとともに、リスク管理基本規程を整備し、同規程に
基づくリスク管理体制を構築するものとします。全社におけるリスク・マネジメント統括については、リスク・マネジメント統括組織が行い、各部署の
担当業務に付随するリスクについては、当該部署にてマニュアルの整備、運用等を行うものとします。内部監査担当は、各部署におけるリスク管
理の状況を監査します。



④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月１回定時に開催するほか、適宜臨時に開催す
るものとします。また、取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程、職制・職務権限規程を整備し、それぞれの責任
者及びその責任、執行手続の詳細について定めるものとします。業績管理に関しては、年度ごとに経営計画を立案し、全社的な目標を設定するも
のとします。また、取締役及び本部長は定期的に業績のレビューと改善策を報告するものとします。

⑤当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

「コンプライアンス基本方針」は子会社にも適用し、当社におけると同様にその徹底を図ります。また、関係会社管理規程を整備し、同規程に基づく
当社への決裁・報告制度により子会社の経営管理を行うことで子会社の取締役の職務の効率性を高めます。子会社の事業を所管する事業部門
は、子会社における内部統制の実効性を高める施策を実施するとともに、必要に応じて子会社への指導・支援を行っております。内部監査担当は
定期的に監査を行い、子会社のリスク情報の有無を監査するものとします。

⑥監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性及び当該使
用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役は監査等委員会と協議の上、監査等委員会を補助すべき者を指
名することができます。監査等委員会が指定する期間中は、指名された者への指揮権は監査等委員会が有するものとし、取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）の指揮命令は受けないものとします。当該使用人の人事異動、人事考課等に関しては、監査等委員会の事前の同意を得るも
のとします。

⑦監査等委員会への報告に関する体制

当社の取締役及び使用人、並びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、当社及び子会社の業務又は業
績に与える重要な事項について監査等委員会に遅滞なく報告するものとします。なお、前記に関わらず、監査等委員会は必要に応じて、取締役

（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人に対し報告を求めることができるものとします。

⑧前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

　監査等委員会への報告を行った当社及び子会社の取締役及び使用人に対して、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止
しております。

⑨監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係
る方針に関する事項、その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査等委員会から職務の執行について、費用の前払い等の請求がなされたときは、直ちにその必要性を確認し、当該監査等委員の職務の執行
に必要がないと認められる場合を除き、速やかに当該費用等の処理をします。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、公正で健全な経営及び事業活動を行うため、反社会的勢力に対しては、決して妥協せず断固とした姿勢で対応します。本方針を全役職
員に周知徹底するため、本趣旨を「コンプライアンス基本方針」の一つに掲げております。

　反社会的勢力からの不当な要求が発生した場合には、管理部が主管部署となって組織的な対応を行うとともに、所轄警察署・顧問弁護士・外部
機関に適切な助言を仰ぎ毅然とした対応を行うこととしております。一例として、取引先等の選定にあたっては、広告主及びメディア運営者ともに
反社会的勢力と一切関係ないことを規約上表明させ、当社に直接間接の被害の影響がないよう規定するとともに、各種団体の加入についても所
定のルールに基づいて加入可否を判断しております。

　現在、反社会的勢力からの不当な要求が寄せられた事例はありませんが、引き続き反社会的勢力に関する情報収集と管理、社内体制の整備
強化を推進してまいります。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

（適時開示体制の概要）

当社は、社内規程「ディスクロージャーポリシー」にしたがい、適時開示体制を整備しております。

当社の「ディスクロージャーポリシー」を、当社ウェブサイトに掲載しておりますので、ご参照ください。

<https://www.valuecommerce.co.jp/ir/disclosure_policy/>
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